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様式第４号（第 11項関係）  

 

　　　西脇市審議会等の会議の記録  

 

 審議会等の名称 第 32回　西脇市子ども・子育て会議

 
開催日時

令和８年２月３日（火）  

午後１時 30分から３時 10分まで

 開催場所 西脇市役所　委員会室

 出席委員の  

氏名又は人数
16名

 欠席委員の  

氏名又は人数
１名

 出席職員の職・  

氏名又は人数
事務局８名

 公開・非公開  

の別
公開

 
非公開の理由 －

 
傍聴人の数 ０名

 

議事又は  

報告事項

１　西脇市乳児等通園支援事業（こども誰でも

通園制度）の認可等に関する意見聴取につい

て  

２　保育所等の職員による虐待に関する通報義

務等について  

３　その他

 
会議の記録（概要）

  

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局  

 

 

○開会  

〇会議成立の報告  

○教育創造部長挨拶  

 

【議事】  

＜ 西 脇 市 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 （ こ ど も 誰 で も 通 園 制

度）の認可等に関する意見聴取について＞  

 

資料１に基づき、事務局より説明  
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 会長  

 

委員  

 

 

 

 

 

 

事務局  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員  

 

 

 

事務局  

 

 

 

委員  

 

 

 

 

 

 

 

先程の説明に対して意見はあるか。  

 

　受付開始時期に関して聞きたい。  

対 象 が ６ か 月 児 か ら と の こ と だ が 、 い つ か ら 申 請

できるのか。出生前に申請をするのか。  

予 約 が 埋 ま っ て い た 場 合 は 、 キ ャ ン セ ル 待 ち に な

るのか。  

利用児童の基準は。  

 

いつから申請できるかについては、近隣で既に実施

している市の状況からすると、利用開始の２週間ほど

前から申込ができるようになっている。本市において

も、認定手続等に２週間程度要するというところで、

同じような取扱で検討している。  

予約が埋まっていた場合の取扱について、現時点で

想定していないところだが、そのような状況が発生し

た場合、園長先生方と定員の枠を広げる等の相談をさ

せていただく予定。また、支援が必要な家庭が利用で

きるように、そのための枠を確保しておきたいと考え

ている。  

利用児童の基準については、保育所等に通っていな

いことと、年齢要件のみ。  

 

　 資 料 ３ ペ ー ジ 、 認 可 申 請 施 設 及 び 利 用 定 員 に つ い

て、こども園とはどのような情報収集や確認をされて

利用定員を決まられたのか、詳しく教えて欲しい。  

 

　園長会の中で、利用時間帯、保育教諭の配置状況、

受け入れ可能な乳幼児の年齢をお伺いしながら、定員

を決めている。  

 

　まだまだ制度内容が国から示されていない状況の中

で決めている。総合支援システムも４月に間に合うの

かも心配なところ。令和８年度から全ての自治体で実

施することは決まっているが、年度当初からの開始は

難しいのではないか、と思っている。  

　事業者は、４月１日に開始できるよう準備を進めて

いる。  
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 委員  

 

 

 

 

 

会長  

 

 

 

 

 

 

事務局  

 

 

会長  

 

委員  

 

 

 

 

 

事務局  

 

 

 

 

委員  

 

 

 

 

 

 

委員  

 

事務局  

　実際に動いていく中で、西脇市の独自性、西脇市な

らではのことが出来ればと思う。ぜひ、利用される保

護者の意見をよく聞いていただいて、誰でも公平に利

用できるシステムにするよう、保護者と西脇市が協働

しながら考えていく一年にしてほしい。  

 

　簡単に利用できるシステムにしていただくよう、お

願いする。  

 

 

＜保育所等の職員による虐待に関する通報義務等につ

いて＞  

 

資料２、こども家庭庁資料に基づき、事務局より説

明  

 

先程の説明に対して意見はあるか。  

 

虐 待 を 発 見 し た ら 通 報 す る こ と に な る が 、 保 護 者

が 自 身 の 子 ど も の 様 子 が お か し い と 感 じ た 場 合 、 保

護 者 は ま ず ど こ に 相 談 す れ ば よ い の か 。 万 が 一 、 保

育 者 に よ る 虐 待 が 疑 わ れ る 場 合 、 ど う 対 応 い た だ け

るのか。保護者は、市役所に連絡すればよいのか。  

 

市 役 所 で 受 け 付 け し 、 関 係 者 等 か ら の 聞 き 取 り 、

事 実 確 認 を し て い く 。 仮 に 、 そ の よ う な 事 象 が 確 認

さ れ る 場 合 、 所 管 が ど こ に な る か で 動 き は 変 わ る

が、まずは、市に連絡いただきたい。  

 

保 護 者 が 、 ま た 、 園 が 虐 待 を 発 見 し た 場 合 、 市 に

通 報 い た だ く の が よ い と 思 う 。 今 回 の 法 律 改 正 は 、

保 育 者 が 他 の 保 育 者 の 虐 待 を 発 見 し た 場 合 に 、 通 報

す る 義 務 が 生 じ て い る こ と で あ る 。 子 ど も を 守 る こ

と を 最 優 先 さ れ て い る 法 律 で あ り 、 発 見 し た 後 、 通

報しないことは法律違反になる。  

 

市独自のガイドラインの策定はできているのか。  

 

できていない。  
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委員  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局  

 

 

 

 

 

 

 

 

委員  

 

 

委員  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市 と し て の ガ イ ド ラ イ ン を 策 定 し て い た だ き た

い 。 虐 待 を 見 つ け た 時 、 子 ど も か ら 話 を 聞 い た 時 、

ど こ に 通 報 し た ら い い の か を 、 ガ イ ド ラ イ ン に 落 と

し込むことが必要である。  

ま た 、 保 育 者 同 士 が お 互 い の 保 育 を 見 つ め 合 う こ

とが必要なことである。  

今 後 、 子 ど も か ら あ が っ て き た 声 を ど う 受 け 止 め

る か を 考 え て ほ し い 。 子 ど も が 思 っ た こ と や 、 様 子

が お か し い と 感 じ た 時 に 、 保 護 者 が 気 付 い て 代 弁 す

る こ と も あ る だ ろ う し 、 ４ ～ ５ 歳 児 に な る と 自 ら

言 っ て く る 。 保 護 者 や 園 の 保 育 者 以 外 に 言 え る 場 所

があるのかどうか、を考えていただきたい。  

子 ど も の 性 暴 力 防 止 に 対 し て も 厳 し い 取 り 決 め が

な さ れ て い る の で 触 れ て い た だ き た い 。 未 就 学 の 期

間 で も 性 暴 力 は 起 こ っ て い る が 、 な か な か 分 か り に

くいので、検討の中にいれていただきたい。  

 

虐 待 に か か る 市 独 自 の ガ イ ド ラ イ ン の 策 定 に 努 め

たいと考えている。  

子 ど も ア ド ボ カ シ ー に つ い て は 、 虐 待 を 含 め 広 く

声 が 聴 け る 、 子 ど も た ち が 言 い や す い 環 境 を つ く る

ことが必要であると感じている。  

性 暴 力 防 止 に つ い て も 、 考 え て い く 必 要 性 を 感 じ

て い る と こ ろ で あ る 。 次 年 度 以 降 に な る が 取 り 組 ん

でいきたいと思う。  

 

保 育 士 が 通 報 で き な い 職 場 環 境 も あ る の で は な い

か。そんな場合、どうすればよいのか。  

 

園 は 、 虐 待 や 不 適 切 な 保 育 に 関 し て の 取 扱 を 悩 ん

で お ら れ る 。 し つ け と 虐 待 の 違 い で あ っ た り 、 保 育

者 同 士 の 思 い や 感 情 の 違 い が あ る 中 で 保 育 を さ れ て

い る 。 保 育 者 同 士 が コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を 取 り な が

ら 保 育 に 取 り 組 め た ら い い が 、 保 育 士 に 多 く の こ と

が 求 め ら れ て お り 、 「 誰 通 」 が あ っ て 、 課 題 を 抱 え

る 児 童 が い て 、 保 護 者 対 応 が あ っ て 、 多 く の こ と を

抱 え て い る 中 で 保 育 を や っ て い る 状 況 な の で 、 現 場

に い る 保 育 士 が お 互 い を 支 え る 仕 組 を つ く る こ と が
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委員  

 

 

会長  

 

 

 

事務局  

 

 

会長  

 

事務局  

 

 

 

 

 

会長  

 

 

事務局  

 

 

会長  

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局  

 

会長  

 

重要である。  

 

県 の 通 報 窓 口 、 相 談 窓 口 を 活 用 い た だ く の が よ い

のではないか。  

 

来 年 度 か ら 、 子 ど も ・ 子 育 て 会 議 の 委 員 の 中 か ら

審 議 会 に か わ る 部 会 の 委 員 を 選 定 さ れ る と い う こ と

か。  

 

こ の 会 議 で 報 告 さ せ て い た だ く か 、 委 員 を 絞 っ て

報告させていただくか、いずれかを考えている。  

 

委員は、報告を受けるだけなのか。  

 

市 が 所 管 行 政 庁 と し て 行 っ た 措 置 の 報 告 を さ せ て

い た だ く 。 重 大 な 事 案 が 発 生 し た 場 合 に は 、 措 置 の

相 談 を さ せ て い た だ く こ と も あ る か も し れ な い が 、

基 本 的 に は 、 報 告 さ せ て い た だ き 、 市 の 判 断 や 措 置

についての意見を頂戴する機関と考えている。  

 

要 保 護 児 童 地 域 対 策 協 議 会 の よ う に 、 お 子 さ ん へ

の支援方針を決定していくものとは違うのか。  

 

子 ど も の 権 利 を 守 る と い う 点 で は 、 同 意 義 を も つ

会ではあるが。  

 

委 員 の 方 に 大 き な 負 担 を か け る こ と に な る の で は

と 懸 念 す る 。 今 後 、 提 示 い た だ け た ら と 思 う 。 い ず

れ も 重 要 な 案 件 な の で 、 し っ か り 取 り 組 ん で い た だ

きたい。  

 

＜ ア ン ケ ー ト 調 査 に つ い て 、 こ ど も ま ん な か ア ク シ

ョ ン リ レ ー シ ン ポ ジ ウ ム inに し わ き に つ い て 、 市 制

20周年記念まちづくちフォーラムについて＞  

 

資料３、４、５に基づき、事務局より説明  

 

　 小 学 生 の ア ン ケ ー ト で 、 保 護 者 か ら 愛 さ れ て い る

と 感 じ て い な い 児 童 が い る こ と が 気 に な る 。 特 定 す
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会長  

 

 

 

委員  

 

 

委員  

 

 

委員  

 

 

 

委員  

 

 

委員  

 

委員  

 

 

 

 

委員  

 

 

 

委員  

 

 

 

 

 

 

委員  

る こ と は で き な い が 、 非 常 に 気 に な る 。 何 と か な ら

ないものかと思う。  

 

　議事については終了する。  

本 日 の 会 議 が 今 期 で の 最 終 と な る 。 各 委 員 か ら 意

見を頂戴したい。  

 

子 ど も に 一 番 近 い 年 齢 と し て 、 そ の 年 代 の 代 表 と

して、意見を言わせていただいた。  

 

委 員 と し て 参 加 さ せ て い た だ い た こ と で 、 声 を あ

げていく意義がわかった。学びの多い会議だった。  

 

　 市 の 中 で 子 育 て に つ い て 議 論 し て い る 場 が あ る こ

と が 知 れ て 、 一 保 護 者 と し て 心 強 く 感 じ た 。 周 り の

方にも伝えていきたい。  

 

　 様 々 な サ ー ビ ス が あ る こ と を 、 同 僚 や 子 育 て 中 の

方に伝えていきたい。  

 

　学びの多い会議であった。  

 

　 ４ 人 の 父 親 で あ り 、 そ の 視 点 か ら 意 見 を 言 わ せ て

い た だ い た 。 父 親 が ど の よ う に 育 児 に 関 わ っ て い る

の か 、 気 に な る と こ ろ で あ る 。 父 親 の 育 児 休 業 が 進

んでいることを嬉しく思う。  

 

　 子 育 て 支 援 制 度 が と て も 充 実 し て き て い る 。 良 い

情 報 を ど う 発 信 す る か 、 必 要 な 人 に ど う 届 け る か 、

が大切である。  

 

　 制 度 を 現 場 の 人 が ど う 思 っ て い る の か 、 現 役 世 代

の 人 が ど う 思 っ て い る の か 、 会 議 で 当 事 者 の 声 が 聞

けて良かった。  

里 親 制 度 が 変 化 し て い る 。 中 高 生 か ら 家 に 居 ら れ

な い と の 声 が 上 が り 、 里 親 が 一 時 保 護 を 担 っ て い

る。里親制度を知っていただきたい。  

 

　 自 分 が 子 育 て し た 時 と 環 境 が 変 わ っ て い る 。 父 母
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委員  

 

 

 

 

 

委員  

 

 

 

委員  

 

 

委員  

 

 

 

 

委員  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長  

 

 

の手助けを何かできないか、考えている。  

　  

　 現 在 子 育 て 中 で あ る 。 過 去 、 保 育 士 を し て い た 。

い ろ ん な 視 点 で 皆 さ ん の お 話 を 聞 か せ て い た だ い

た 。 子 育 て し や す い 環 境 は 整 っ て き て い る と 感 じ る

が 、 今 後 、 西 脇 市 独 自 施 策 で 「 西 脇 市 で 子 育 て し た

い」と思っていただけるようになればと思う。  

 

　 子 ど も の 意 見 表 明 、 意 見 反 映 は 、 非 常 に ハ ー ド ル

が 高 い と 思 っ て い た が 、 こ ど も 会 議 や キ ッ ズ ・ ジ ュ

ニアサポーターなど取り組まれており、素晴らしい  

 

　 子 ど も の 数 が 減 り 、 子 ど も 会 が 存 続 で き な い 町 が

ある。  

 

　 子 ど も ・ 子 育 て 会 議 を 、 西 脇 市 の 子 育 て の ビ ジ ョ

ンを語る会にしたいと思っている。  

　 地 域 か ら 保 育 施 設 が な く な る と 地 域 が な く な る と

思う。皆で守っていきたい。  

 

　 小 中 学 校 の 統 合 が 進 ん で い く 。 統 合 す る と 通 学 に

バ ス を 利 用 す る こ と に な り 、 子 ど も た ち の 登 下 校 時

に 出 会 う こ と が な く な る 。 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン が 減

り、人との関係性が薄くなっていく。  

　 子 ど も は 地 域 の 大 切 な 宝 物 で あ る と い う 認 識 で 教

育に携わっている。  

　 家 庭 へ の ア プ ロ ー チ が 難 し く な っ て い る と こ ろ で

あ り 、 教 育 委 員 会 、 福 祉 部 局 と 連 携 を 取 り な が ら 、

寄り添う姿勢を大切に支援をしている。  

　 今 年 度 、 市 の 人 権 の 会 議 で 、 子 ど も た ち が 人 権 に

つ い て 発 表 す る 機 会 が あ っ た 。 大 人 も 子 ど も も 区 別

す る こ と な く 、 皆 が 人 権 が 守 ら れ る べ き で あ り 、 議

論 の 中 に 子 ど も た ち が 参 画 し た こ と が 大 き な 一 歩 で

あ る 。 パ ー ト ナ ー と し て 扱 う こ と が で き る 取 組 が 必

要であると感じている。  

 

　 娘 の 夫 が 、 終 始 孫 を 抱 え て い る 姿 を 見 る 。 育 児 休

業 も 取 得 し 、 子 育 て に 関 わ っ て い る 。 母 子 保 健 の 児

健 康 診 査 に 長 年 携 わ っ て い る が 、 子 ど も の 人 数 が
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減 っ て き て い る こ と を 痛 感 す る 。 子 ど も が 減 る と 、

地 域 の 活 性 化 へ 影 響 す る だ け で な く 、 小 児 科 の 開 業

医 が 減 る と い う リ ス ク が あ る 。 そ れ だ け で な く 、 保

育 教 諭 等 の 人 材 に つ い て も 確 保 が 難 し く な る の で は

な い か と 思 う 。 そ の よ う な 中 で 子 ど も を 守 っ て い か

ないといけない。  

　 今 期 で 終 了 と な る 委 員 に つ い て も 、 引 き 続 き 御 意

見をいただきたいと思う。２年間お世話になった。  

 

 

○閉会  

 問合せ先 西脇市福祉部はぴいくサポートセンター  

電話： 0795-22-3111（代）


